
女性はいのちを 
産み出す性です 
 

Q.出産にともなう権利はどんなものがあり

ますか？ 

A.大きく３つあります。 

   わたしたちの仕事は決して楽ではあり

ません。妊娠が分かったら、職場に伝えて、

理解と協力をお願いしましょう。おなかの

小さないのちを大切に 

できる職場は、みんな 

の願いなのです。 
   

通院休暇 
妊娠２３週までは４週間に１回 

妊娠２４週から３５週までは２週間に１回 

妊娠３６週から出産までは１週間に１回 

産後１年ではその間１回 

取得単位 １日、１時間、１分 

 

妊娠障害休暇 
連続する２週間 

出産休暇と連続しての取得が可能 

ただし、連続する場合は週休日や休日は期間に含む 

 

出産休暇 
出産予定日６週間前（多胎妊娠の場合は 

１４週間前）から産後８週間 

加算期間２週間 

※市職は加算期間１週間 

 

出産補助休暇 
５日 

出産の日後３週間まで 
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